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開成都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（神奈川県決定） 

 

 

都市計画住宅市街地の開発整備の方針を次のように変更する。 

 

住宅市街地の開発整備の方針 

「別添のとおり」



 

理 由 書 

 

本区域における実現すべき住宅市街地のあり方、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、

さらに、既存の低・未利用地及び住宅密集市街地等、その地域特性に応じて良好な住宅市街地として

計画的に整備又は開発すべき相当規模の地区について、地区の整備又は開発の目標、用途、密度に関

する基本方針等を定めることにより、良好な居住環境の整備、誘導を図るため、本案のとおり変更す

るものです。 

南部地区については、土地区画整理事業が完了し、重点地区として住宅市街地の形成が図られたこ

とから、削除するものです。 



開成・住宅-1 

１ 住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針 

(１) 住宅市街地の開発整備の目標 

① 住宅市街地のあり方 

豊かな自然環境との調和を図りつつ、既成住宅市街地のうち、高い居住水準を有する地区

については、その環境を維持するとともに、年齢層やライフスタイル等、多様な居住ニーズ

に的確に対応し、定住化を支える社会資本ストックを供えた魅力ある住宅市街地を創出する。 

本区域は、土地区画整理事業等の面的整備に伴い、人口は増加傾向にあるが、一部の既成

市街地では人口減少となっているほか、少子高齢化が着実に進行しており、地域におけるコ

ミュニティの活力の低下などが懸念されている。そのため、子どもから高齢者、障害者まで

のだれもが安心して安全に暮らせる住宅・居住環境づくりを推進する。 

② 良好な居住環境の確保等に係る目標 

良好な居住環境を確保するため、自然環境の適切な保全を図るとともに、豊かな水や緑を

積極的に活用した住宅市街地を創出する。 

また、土地区画整理事業等の面的整備事業及び地区計画等を積極的に活用しながら、道路、

公園、下水道等の都市基盤施設や公共施設の整備を促進するとともに、多様な居住ニーズに

対応した戸建住宅地、集合住宅地、複合住宅地の計画的な配置を図る。 

さらに、居住環境の悪化を未然に防ぐため、無秩序な市街化を防止し、適正な土地利用へ

の誘導を図る。 

 
(２) 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 

① 住宅市街地の適正な配置及び密度の確保、その他適切な土地利用の実現に関する事項 

本区域においては、周辺の自然環境と調和した快適でゆとりのある居住環境を形成するた

め、おおむね低層の戸建て住宅を中心とした低密度の土地利用を図るものとする。 

また、交通環境に恵まれた開成駅周辺地区や幹線道路の沿道地区においては、中高層住宅

の立地も許容した中密度の土地利用を図るものとする。 

② 既成住宅市街地の更新、整備及び新住宅市街地の開発特性や整備課題に関する事項 

既成住宅市街地については、地域の住民の意向等を的確にとらえつつ、駅前通り線周辺地

区における土地区画整理事業等の面的整備事業の促進や、地区計画等の活用に努め、道路、

公園、下水道等の都市基盤施設の整備・拡充と土地利用の再編を図る。 

また、少子高齢化の進行に伴う高齢世帯や高齢単身世帯の増加などに対応した身近な地域

におけるコミュニティ活動の活性化や見守りなどの支えあう地域活動の支援を進める。 

新住宅市街地については、良好な居住環境を有する住宅・宅地を計画的に供給するため、

土地区画整理事業の促進と地区計画等の活用を図る。 

③ 良好な居住環境の整備改善に関する事項 

既成市街地の住宅地において、基盤施設の未整備、住工混在、建築物の密集化など居住環

境の整備改善が必要な地区については、土地区画整理事業や地区計画等により、道路、公園、

下水道等の都市基盤施設を体系的に整備・拡充するとともに、開発行為・建築活動の計画的

な規制・誘導による適正な土地利用への誘導を図るなど、居住環境の改善・向上を図るもの

とする。 
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